
 

算式 

 

dB(A) ＋ 10log10N － 27 
 

（注）dB(A)とは、１日のすべてのピークレベルをパワー平均したものをいい、Ｎとは、午前０時から午

前７時までの間の航空機の機数をＮ１、午前７時から午後７時までの間の航空機の機数をＮ２、午後

７時から午後１０時までの航空機の機数をＮ３、午後１０時から午後１２時までの航空機の機数をＮ

４とした場合における次により算出した値をいう。 

Ｎ ＝ Ｎ２ ＋ ３Ｎ３ ＋ １０（Ｎ１ ＋ Ｎ４） 

   

（５） 測定は、計量法（平成４年法律第５１号）第７１条の条件に合格した騒音計を用い 

て行うものとする。この場合において、周波数補正回路はＡ特性を、動特性は遅い動 

特性（ＳＬＯＷ）を用いることとする。 

 

３  １の環境基準は、１日当たりの離着陸回数が１０回以下の飛行場及び離島にある飛行 

場の周辺地域には適用しないものとする。 

 

 

 

 ※ＷＥＣＰＮＬ 

 Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level の略。日本語では加重等

価持続感覚騒音レベルや加重等価連続知覚騒音レベルなどと訳される。一般に「うる

ささ指数」や「Ｗ値」と呼ばれ、値が大きくなるほど、うるささの程度が増す。昼と

夜とでは音の感じ方が異なるため、音の大きさに時間帯別での騒音発生回数を加味し

て評価している。 
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